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イギリスにおける公益情報開示法の

形成と展開

一一労働者による内部告発と

企業活動のあり方に関する一考察一一
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序章

本稿は，イギリスの ThePublic Interest Dis-

closure Act 1998 (以下，公益情報開示法)とそ

の理論的背景を構成するコモン・ロー上の労働者

による企業情報開示の基礎理論を分析・検討しよ

うとするものである。本稿の分析・検討対象は，

我が固において最近つとに社会現象として浮上し

つつある「内部告発」と称されるものであり，現

在，我が固においても内部告発者保護法の立法化

が検討されている状況にある1。

一 日本の問題状況

| 問題の所在

企業は，営利法人として法主体性を認められて

いる以上，自然人と同様に法令を遵守しなければ

ならない。法令の遵守は，企業に求められる最低

限の基本的義務である。

しかしながら，近年，企業の不正行為が新聞紙

面を賑わしていることは周知のとおりである。企

業の不正行為は，水俣事件に代表される環境汚染

公害によって顕在化し，大和銀行ニューヨーク支

屈の国債不正取引に代表される 1990年代のパブP

ル期から崩壊期における数々の不正融資事件を経

て，近年のJOC東海村臨界事故，雪印食中毒事件，

三菱自動車工業のクレーム隠し事件，日本ハム輸

入牛肉混入事件，東京電力原発検査虚偽記載事件

まで脈々と続いている。

なぜ企業の不正行為は発生するのであろうか。

主に，次の三点が単独または複合的な要因と考え

られる

第一に，企業組織内に不正行為を是正しにくい

雰囲気が形成されているという事情があげられ

る。長期的な安定を重視する取引慣行や労使協調

を強める労働組合とあいまって，日本の企業は，

集団主義的，年功序列的労使関係秩序を形成して

きた。そのような企業において労働者は，企業利

益優先の行動に順応せざるをえない3。そのため，

不正行為が存在しても，これを企業で内部的に是

正しにくい雰囲気が企業組織内に形成されてい

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

る。結果的に，労働者の一部は，不正行為と知り

ながら会社への奉公の一部として不正行為に積極

的に加担することになる。

第二に，企業監視機関が機能していないという

事情があげられる。その最たる原因は，企業内部

の情報が十分に公開されていないことである。経

営内部の情報が閉鎖的に共有・管理されているた

めに，監査役や外部監査機関，行政といった企業

監視機関は，容易に企業内部の情報を収集しにく

い状況にある。また，企業と監視機関のなれあい

の関係も機能不全の一因と考えられる。

第三に，企業倫理が欠如しているという事情が

あげられる。不正行為を常態とする企業は少なく

ない。社会的責任を軽視した利益優先の企業姿勢

が見え隠れしている。不正行為発生後の対応も，

無責任といわざるをえないことが多い。

こうしたなか，平成 14年の会社法改正により，

「コーポレートガパナンス改革」が，従来の監査役

制度と併存する形で立法化された4。これは，企業

の不正行為防止強化をも視野に入れたものであ

る。では，本稿の研究対象である労働者による内

部告発は，これらの企業の不正行為防止策の中に

おいて，どのように位置付けられるであろうか。

一般的に，内部告発は，企業内部の不平不満分

子もしくは組織から脱線した問題人物の行動と

いったネガティブなイメージをもたれる傾向にあ

る。これは，内部告発が企業組織に背く行動であ

ること，-密告」もしくは「告げ口」といった悪い

イメージと重なること，組合闘争や私益・復讐目

的で利用されていること，-和」を尊重する日本の

精神に反すること，などの理由に起因する5。しか

し，内部告発者は，企業の不正行為是正のために

行動する人， という側面を有する。この側面に着

目すれば，内部告発は，コーポレート・ガパナン

スや監査役といった不正行為防止策と同様の機能

を果たしうる。もっとも，内部告発はこれらの制

度と目的を異にしている。すなわち，コーポレー

ト・ガパナンスおよび監査役の目的が企業を害す

る不正行為を是正することに焦点を置いているの

に対して，内部告発の目的は，公共の利益(社会)
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を害する企業の不正行為を是正することに焦点を

置いている。

企業内で閉鎖的に情報が共有・管理されている

現状においては，労働者からの不正行為に関する

情報提供は，企業外の第三者を不正行為の被害か

ら守るという公共の利益(社会)にとって有益で

ある。また，企業にとっても，不正行為の未然防

止，公正な企業活動維持の観点から有益である。

2 裁判例及び学説の動向

まず，わが国における内部告発に関する労働者

及び使用者の基本的な法的関係を確認しておきた

し〉。

労働者の内部告発は， (a)市民としての立場で行

う言論・表現の自由(憲法21条)，もしくは， (b) 

組合活動権(憲法28条)に基づく権利行使と解さ

れている 6。もっとも，使用者は，経済活動にとも

なう社会的評価(名誉，信用)7，営業秘密企業

秘密9について法的保護を受ける権利を有する。

そして，労働者は，就業規則や労働契約に定めが

なくとも信義則上の付随義務の一環として守秘義

務を負い，これに違反して企業情報を開示するこ

とはできない10。ただし，法令で企業の違法行為の

情報開示が奨励されている場合，または情報開示

に対する不利益取り扱いが立法ないし指針等で禁

止されている場合，労働者は，法令の効果として

守秘義務を免責される 11

ここで，内部告発に関する裁判例について概観

すると，組合活動として行われる場合と労働者個

人の活動として行われる場合の 2つのパターンに

大別することができる。前者のパターンでは，ビ

ラ配り，情宣活動といった組合活動の正当性が問

題となる。

後者のパターンは，内部告発を理由とした懲戒

解雇および普通解雇事例，解雇以外の懲戒処分事

例，名誉盟損事例に大別できる。その多くは懲戒

処分事案であり，就業規則に該当する企業秩序違

反行為に対する懲戒処分の可否が争われてい

る12

裁判例では，開示情報の公益性を前提として，

4 

労働者の開示した事実の真実牲の有無が中心的な

争点である。労働者の開示した事実が虚偽であり，

労働者が真実であると信じることに相当の理由が

あるといえない場合，特段の事情のない限り，懲

戒処分は有効とされている 130

これに対し，労働者の開示した事実が真実であ

る場合，または，真実であると信じたことに相当

の理由がある場合，多くの裁判例は，開示の主体，

開示の相手方，公表の仕方，公表事実の内容，公

表の目的，公表の経緯などを判断要素として，懲

戒処分の効力を総合的に判断している。しかし，

これらの要素がいかなる関係にあるかは必ずしも

明らかではない。

いくつかの裁判例をみてもわかるように，労働

者による内部告発が企業の不正行為防止策である

という共通理解が労使双方に存しない現状にあ

る。労働者は組合活動の一環もしくは私益目的と

して内部告発を行い，他方，使用者は内部告発者

の存在を嫌い，正当と認められるべき内部告発に

対しても解雇や懲戒といった不利益処分を行う傾

向にある。

たしかに，内部告発は，企業内外への企業'情報

の開示を伴う，使用者の社会的評価を一定程度侵

害する行為である。また，個人情報に関する内部

告発の場合には，企業・上司・同僚・顧客など利

害関係者のプライヴァシーの権利と抵触する可能

性を有することから，無制限に許される行為では

ない 14

しかしながら，企業にコンブライアンス(法令

遵守)経営が強く求められている現状に鑑みれば，

労働者による内部告発は，企業自身の管理する不

正行為防止策のーっとして，その意義を捉えなお

される必要がある 15。そのためには，内部告発の法

的性質，懲戒事由の判断基準，内部告発のルール

といった問題について本格的に検討される必要が

ある。学説は，この問題についてまだ基本的な検

討を行うにとどまる 16。労働者による内部告発は，

いわば，企業活動の社会性，労働者の社会的貢献

の問題であり，さらには，企業情報管理のあり方

や労働者の市民的表現の自由，プライヴァシーの
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権利といった問題を含む，法的に包括的な検討に いかなるものかを明らかにする。

値する課題であると思われる。 第二に，労働者による企業情報開示に関する問

ニ研究の考察対象と視角の設定

本稿は，以上のような問題意識を前提に，イギ

リスにおける労働者による企業情報開示の法理を

考察する。イギリス法を選択した理由は，次の三

つである。

第一の理由は， 19世紀後半から現在までに形成

された労働者による企業情報開示に関するコモ

ン・ローの法理が蓄積されていることである。そ

れゆえ，この問題に対するイギリス法の理論状況

を知ることは，日本の裁判例の検討において有意

義な材料を提供すると思われる。

第二の理由は， 1998年に内部告発者を保護する

法律である公益情報開示法が制定されたことであ

る。現在，労働者による内部告発は，世界的に重

要な問題として取り扱われており，アメリカ，オー

ストラリア，ニュージーランド，南アフリカ等の

世界各国において立法化されている 17。しかし，そ

の多くは公務員に対する規制を中心としている。

その中にあって，イギリスの公益情報開示法は，

私企業を対象とした法律として注目に値する。

第三の理由は，同法が， トニー・ブレア政権下

における新たな政府の哲学と計画に関する白書

『職場における公正 (Fairnessat W ork) ~の中で，

イギリスの労働法改革のーっとして位置付けられ

たことである 18。労働者による内部告発が職場

における公正』を確立する手段として期待されて

しユる。

さて，本稿の目的は，イギリスにおける労働者

による企業情報開示の法理を考察の対象として，

これを以下の二つの視角から分析することにあ

るO

第一に，コモン・ローの法理から立法，そして

その後の裁判例までの展開をたどることにより，

労働者による企業情報開示を支える基本原理の形

成過程を明らかにする。そこで，まずイギリスに

おけるコモン・ローの法理を検討した上で，なぜ

公益情報開示法が制定されたのか，同法の趣旨は

題のなかでも，特に労働者の権利義務関係に焦点

をあてることによって，情報開示のルールを明ら

かにする。労働者は，使用者に対して重要な機密

を漏洩しないという守秘義務を負い，また企業の

名誉・信用を侵害しないという誠実義務を負って

いる。これらの義務は，情報の開示を抑制する機

能をもっ。また，使用者には，社会的評価を高め

企業秘密を保持しながら利潤を増大させるという

企業の利益があり，さらには，社会的評価および

秘密情報自体にも保護法益が認められている。こ

のような労働者による企業情報開示をめぐる当事

者の権利義務関係に焦点をあてることで，情報開

示のルールを浮き彫りにすることが可能となる O

三本稿の位置付けとその構成

イギリスの公益情報開示法についての先行研究

はいくつか存在するものの，それらは同法の制度

に焦点をあてたもので，本稿がめざすように，労

働者による情報開示に関する法理の基本的特徴を

解明しようという論理構築の試みはなされていな

い19 企業の不正行為が多発する日本の問題状況

に鑑みれば，公益情報開示法を制定したイギリス

の理論状況を検討することは，日本における労働

者による内部告発法理の検討にあたって有意義で

あると思われる。

最後に，本稿の構成についてふれておきたい。

第一章において，公益情報開示法以前の労働者に

よる企業情報開示に関するコモン・ローの理論を

検討し，その法理の形成過程を明らかにする。第

二章において，公益情報開示法の成立の背景とそ

の基本構造を明らかにする。第三章において，公

益情報開示法成立後の展開について，裁判例を中

心に検討する。以上の検討を踏まえた上で，終章

において，イギリス法の分析と評価を試みたい。

第一章 公益情報開示法以前のコモン・ローの理論

1998年にイギリスにおいて成立した公益情報

5 
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開示法は，内部告発者を保護することを目的とし

て制定された。同法の制定以前においては，労働

者による情報開示はコモン・ロー上の処理に委ね

られており，そこでは主に，労働者の守秘義務

(duty of confidence)違反の有無が争われた。す

なわち，労働者の開示した企業情報が守秘義務の

対象となる情報か否か，また，守秘義務違反を理

由とした解雇が許されるか否かが争われた20

そこで，本章では，労働者の負う守秘義務の内

容を明らかにした上で，労働者による企業情報開

示を正当化する法理である公益に基づく正当事由

の形成過程を検討する(第一節)。次いで，コモン・

ロー上，労働者による企業情報開示が保護される

正当事由の成立条件を検討する(第二節)。

第一節公益に関する情報開示法理の形成過程

一 情報開示と労働者の守秘義務

(1) 守秘義務の根拠

コモン・ロー上，労働契約の内容は，基本的に，

当事者の明示的な合意(明示的契約条項)によっ

て定められる 210 契約当事者が明示的契約条項を

定めていない場合には，裁判所が黙示的義務条項

(implied terms)を個々の契約に読み込むことに

なる 220この黙示的義務条項により，労働者は，明

示的契約条項がなくとも誠実義務 (theduty of 

fidelity)を負う。

学説では，この誠実義務は，全ての労働契約に

黙示的に読み込まれる基本的な義務と解されてい

る23。通常，誠実義務の内容は，就業規則(works

rules， company handbooks， etc.)または個別の

契約を通じた労使間の合意によって明確にされ

る24。この労働者の誠実義務には，守秘義務の他

に，使用者に協力する義務，使用者の適法な命令

に従う義務，使用者の財産に対し合理的な注意を

支払う義務，賄賂を受け取らない義務，競業避止

義務などが含まれる 25。このように，労働者は，明

示的契約条項がなくとも，黙示的義務条項として，

守秘義務 (dutyof confidence)を負うと解されて

いる。守秘義務とは，雇用の過程または雇用の結

果得た営業秘密 (tradesecret)もしくは機密性の
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ある情報を開示しない義務である 260

ところで，コモン・ロー上，守秘義務が問題と

なる局面は二つある。一つは，在職中の守秘義務

であり，もう一つは，退職後の守秘義務である。

まず，在職中にそれらの情報を開示する行為は，

原則として守秘義務違反となる。たとえ，開示し

た情報が，退職後に守秘義務に服しない使用者の

一般的な技術や知識であったとしても，守秘義務

の対象となる。

そして，退職後にそれらの情報を開示する行為

も，原則として守秘義務違反となる。もっとも，

守秘義務の範囲は，在職中よりも制限される。す

なわち，機密性のある情報は，営業秘密と同様に

扱うべき機密性の高い情報と機密性のそれほど高

くない情報の2つのタイプに分類され，退職後は

原則として取引上の秘密に類似する程度の機密性

の高い情報についてのみ，使用および開示しない

義務を負う 270

(2) 具体的守秘義務の発生要件

では，コモン・ロー上，具体的にいかなる場合

に労働者は守秘義務を負うのであろうか。一般的

に，労働者が守秘義務を負う要件は，①情報が機

密性を有すること.~情報が守秘義務を課すよう

な状況で開示されること，③情報の無権限使用が

損害を与えることである 28 ①の機密性とは r公

の財産 (publicproperty)でなく，公知 (public

knowledge)でない情報」と定義されている 29。し

たがって，公に入手可能な情報は機密性を有しな

い30。もっとも，公に入手可能な情報を加工した結

果，それと同じ過程を経なければ作成できないよ

うな情報になった場合には，その情報作成にかけ

た労力に価値を見出すことができることから，そ

のような情報は機密性を有する。たとえば，顧客

情報や市販製品のリパース・エンジニアリングに

より得られる情報である 31。ただし，機密性を有す

る情報が，使用または複製により，労力をかける

ことなく容易に入手できるようになった場合に

は，機密性が否定される 32。このように，機密性の

ある情報を開示した場合，労働者は，原則として

守秘義務違反となる 330



もっとも，情報の開示に正当事由(justcause) 

が認められる場合には，そのような情報開示は守

秘義務違反にあたらない。この正当事由は，①労

働者が明示または黙示に報告義務を負っている場

合，②情報開示が公益とされる場合に成立する 340

労働者が報告義務を負っている場合について

は，正当事由の該当性は比較的容易に判断できる。

これに対して，情報開示が公益とされる場合につ

いては，正当事由の該当性は，以下で検討するよ

うに，明確に判断できない状況にある。そこで，

次に，公益に基づく正当事由の法理がどのように

形成されてきたかを概観する。

ニ 公益に基づく正当事由の形成過程

コモン・ロー上，公益に基づく正当事由の法理

は， Gartside v. Outram事件において，不正行為

に関する情報開示の一般原則を定立したことから

はじまる 35。本件は，詐欺的な方法で商売している

使用者の行為を明らかにする資料の情報開示に対

する差止請求の是非が争われた事件である。本件

において WoodY.-C判事は，犯罪および詐欺的

行為等の不正行為に関する情報開示に機密は存在

しないという一般原則を定立した。

この一般原則は， Initial Services Limited 

v. Putterill事件においても維持された36。本件

は，クリーニング業者聞の価格協定が法律に違反

していること，および税金と相殺するという名目

の価格引き上げが余剰利益を生み出していること

を労働者が顧客に情報開示し，その後顧客から報

道機関に情報開示されたことにつき，使用者が開

示情報の差止命令，損害賠償，機密文書の引渡し

を求めた事件である。控訴院において Denning

M.R.判事は，犯罪，詐欺的行為，非行の開示は，

公益の観点、から正当化されると判示した。

以後の裁判例においても，犯罪，詐欺的行為，

非行等の不正行為に関する情報開示は，公益の観

点から正当化されており，不正行為に関する情報

開示の一般原則がコモン・ロー上確立している 370

では，不正行為を含まない情報開示についても

公益の観点から正当化されるであろうか。その後

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

の裁判例では，この点が争点となった。まず，否

定的な見解をとる裁判例として，次のようなもの

カまある。

そのーは， Beloff v. Pressdram Limited事件

である。本件は，議会に関する新聞記者のメモ情

報を無断で雑誌に載せた出版社の行為が著作権侵

害にあたるかどうかが争われた事件である。被告

出版社は，一般市民には新聞記者の情報収集方法

および議会の仕組みを知る公益があり，本件情報

開示は守秘義務違反にあたらないと主張した。こ

の事件において Ungoed-ThomasJ判事は r公

益は時として，法によって保護されている個人の

権利(著作権を含む)を無効にする機能を有する。

法によって認められているこのような公益は，重

大な非行や国にとって重要な事項等以外の事項に

拡張されない」として被告出版社の主張を斥け，

不正行為に関する情報開示の一般原則を維持し

た38

そのこは， British Steel Corporation v. Gran-

ada Television Limited事件である。本件は，労

働者から開示された機密文書に基づいて 1980年

の鉄鋼ストライキ (anational steel strike)に関

する番組を作成したテレビ局側に対し，使用者が

秘密文書の引渡しと情報開示者の身元開示を請求

した事件である。被告テレビ局側が，鉄鋼ストラ

イキにおける経営の失敗と政府介入ついて一般市

民に知らされるべき公益があると主張したのに対

して，裁判所は，本件秘密文書に不正行為に関す

る情報が含まれていないことを理由に，不正行為

に関する開示の一般原則を適用できないとして，

被告テレビ局側の主張を斥けた390

これらの否定的な見解をとる裁判例に対し，不

正行為を含まない情報開示であっても公益の観点、

から正当化されるとする裁判例も存在する。

そのーは， Fraser v. Evans事件である 40。本件

において DenningM. R.判事は r不正行為は，

守秘義務違反に対する正当事由が認められる単な

る例示である。機密性のない場合であっても，公

益の観点、から開示されるべき事柄がある。」と判示

した。
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その二は.Lion Laboratories Limited v. Evans いる(第二章第二節参照)。

事件である。不正行為に関する情報開示について

のみ公益の観点から正当化されるという使用者の

主張に対して.O'Connor L. J判事は，詐欺，犯

罪行為，不正行為は，情報開示が正当化される例

示にすぎず，使用者は守秘義務を主張する合理的

理由を立証しなければならいと判示した41

その三は.A-G v. Guardian Newspapers事件

である。同事件において Goff判事は，労働者によ

る不正行為以外の情報開示が保護される可能性に

ついて次のように判示した。「不正行為に関する情

報開示が争われた裁判例は，情報開示の公益と使

用者の利益を利益衡量している。機密性，守秘義

務の存在，損害について使用者が立証した場合は，

それを越える公益があることを労働者が立証しな

ければならないことは明らかである」とした上

でペさらに["現時点において，不正行為に関す

る一般原則は，公益の観点から情報開示されるべ

き事柄にまでその適用範囲を拡大していることは

明らかである」と判示したり。

以上のように，公益に基づく正当事由は不正行

為に限られるとする不正行為に関する情報開示の

一般原則は否定されつつある。情報開示に否定的

な見解をとる裁判例は，不正行為の情報開示につ

いて機密は一切存在せず，犯罪や詐欺的行為を機

密とすることはできないという一般原則を強調す

る。他方，情報開示に肯定的な見解をとる裁判例

は，不正行為に関する情報開示の一般原則にとら

われず，不正行為を含まない情報の開示にも一定

程度の公益性を認めている。

注目すべき点は，肯定的見解をとる裁判例にお

いて，情報開示の公益と使用者の利益の利益衡量

を行っていることである。利益衡量によって正当

事由を判断する結果，不正行為を含まない情報を

開示する労働者は，使用者の利益を上回る情報開

示の公益牲を立証しなければならないへそのた

め，両者の利益を衡量する判断手法は，情報開示

者側に加重な立証責任を負わせる結果となる。な

お，この両者の利益を衡量する法的枠組みは，後

述する公益情報開示法の成立に深く影響を与えて
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第二節正当事由の成立条件

広義の内部告発(whistleblowing)とは，在職中

または退職後の労働者による，違法行為または怠

慢行為等の職務に関する不正行為の情報開示，と

定義できるヘしかしながら，内部告発を考察する

上で重要な点は，内部告発概念そのものではなく，

情報開示の正当事由が成立する条件である。裁判

所は，開示内容の他，いくつかの要素を考慮して

情報開示の正当事由を判断している。そこで，本

節では，コモン・ローにおける正当事由の成立条

件がいかなるものかついて検討する。

一 開示内容とその正当事由

(1) 犯罪および詐欺的行為

犯罪および詐欺的行為は，不正行為(iniquity)

にあたる典型例である。犯罪および詐欺的行為に

関する情報開示は公益の観点から正当化されてい

る46 Malone v. Commissioner of Police of the 

Metropolis事件において MegarryV.-C判事は，

「不正行為が問題となっている場合，当該情報開示

が守秘義務に該当しないことは明らかである。」と

判示しているぺ

犯罪および詐欺的行為に関する情報開示である

かどうかという点は，情報開示の正当事由を判断

する上で重要な要素である。もっとも，そのよう

な情報開示が守秘義務違反となる場合も存在す

る。正当事由が認められるためには，犯罪および

詐欺的行為の性質，告発の相手方，対抗関係にあ

る公益などを考慮、して，適切な状況において情報

開示される必要があるとされているからであ

るへ たとえば.Weld-Blundell v. Stephens事

件において裁判所は，不正行為に程度の差がある

ことに言及し，開示情報が中傷的内容を含むもの

であるとして，守秘義務違反の主張を認容した490

また.Gartside v. Outram事件において Warrin-

gton L.].判事は，組織的な詐欺行為であること，

および目的が将来の詐欺行為の防止であることを

強調している。これは，軽い不正行為や一回限り



の不正の情報開示など，開示目的が将来の詐欺行

為の防止とみなされない場合には，正当化されな

いことを示唆している 50

(2) 権利侵害(civilwrongs) 

権利侵害(civilwrongs)に関する情報開示につ

いても，一定の条件の下で，公益の観点から正当

事由とされている 51 権利侵害に関する情報開示

が問題となった事件としては，前述の InitialSer-

vices Limited v_ Putterill事件がある。使用者側

は，犯罪や不正行為に関する情報開示にのみ公益

の観点から正当事由が認められるのであり，本件

法律違反は犯罪ではないのであるから，本件情報

開示に正当事由は認められないと主張した。これ

に対して，裁判所はこの主張を認めず，本件情報

開示は公益の観点から正当化されると判示した。

もっとも，権利侵害に関する情報開示であった

としても，中傷的な情報を含む開示の場合には，

正当事由は認められていない52 また，単なる不注

意や能力がないことを情報開示する行為にも正当

事由を認められていなし向。

(3) 内部規定違反

内部規定違反は，金融機関で特に問題となって

いる。会社の内部規定違反行為に関する情報開示

は，少なくとも適切な利害関係にある相手方に情

報を開示した場合には，正当化されているヘ

(4) 不道徳な行為 Gmmoralconduct) 

不道徳な行為に関する情報は，機密性を認めら

れていない55

(5) 公衆を誤らせる行為(conductmisleading to 

the public) 

裁判例において，公衆を誤らせる行為の情報開

示は，正当事由を認められている。公衆を誤らせ

る行為とは， Initial Services Limited v. Putterill 

事件における，税金のためとされていたクリーニ

ングの価格上昇の目的が，実は余剰利益を生み出

すためであった，というような場合である。

(6) 不正以外の公益に基づく保護

(a) 公衆の危険 (mattersdangerous to the 

public) 

不正行為でなくとも，生命，健康および環境

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

の危険に関する情報の開示は，たとえその情報

が機密性を有していたとしても正当化されてい

る56

(b) 預金者および投資家の危険 (danger to 

depositors/ investor) 

生命，健康および環境の危険と同様，預金者

および投資家の危険に関する情報の開示も正当

化されている 570

(c) 裁判誤審の危険

裁判において誤審を招く危険に関する情報の

開示も正当化されている。 Lion Laboratories 

Limited v. Evans事件では，労働者による飲酒

検知器の信頼性に関する文書の開示に正当事由

が認められるかが争われた。裁判所は，飲酒運

転の判断において不当な検査結果を導く可能性

を重視して，情報開示行為を正当と判断した580

二一般的考慮事由

公益に基づく正当事由の判断にあたって，裁判

所は，一般的に，(1)開示情報の重大性， (2)情報の

秘匠特権性， (3)開示の相手方，(4)立証の程度， (5) 

開示の目的， (6)開示時期の 6つの事由を考慮、して

いる。

(1) 開示情報の重大性

開示情報の重大性は，正当事由の判断にあたっ

て重要な要素となる。この要素は，他の考慮、事由

と密接に関係している。たとえば，情報開示の相

手方の考慮、事由との関係において，使用者の犯し

た不正の程度によって，労働者の企業外部に対す

る情報開示行為が守秘義務違反を構成しない可能

性もあるし，逆に，企業外部に対する情報開示が

守秘義務違反を構成する可能性もある。

(2) 情報の秘匿特権性

開示情報が機密性を有するだけでなく，弁護士

と顧客の間で交換された情報(Iegalprofessional 

privilege)などのように秘匿特権を有する場合に

は，情報を開示しない公益が掛酌される。

(3) 開示の相手方

Initial Services Limited v. Putterill事件にお

いて Denning判事は[""犯罪の場合は警察といっ

9 
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たように，情報の開示は情報を受領する適切な利

害関係にある相手方に対して行われなければなら

ない。もっとも，公益がより広い公表を望む，も

しくは，公益がより広い公表を少なくとも許す性

質の犯罪もありうる。 J59という規範を定立した。

コモン・ロー上，次の要素を総合的に判断して，

適切な相手方かいなかが決定されている。すなわ

ち，その要素とは，不正行為が重大であるか，開

示内容についてどの程度の立証がなされ，調査が

なされているか，あらかじめ使用者に対して情報

を開示したか，開示の相手方がその情報をどのよ

うに扱うか等である。このように，企業外部に対

して情報を開示する前に，あらかじめ使用者もし

くは利害関係のある相手方に対して情報を開示す

ることが求められている。

(4) 立証の程度

労働者は，情報を開示するにあたって，その公

益性を立証しなければならない。開示情報が世間

一般に関心があるであろうという立証では不十分

である 600

(5) 開示の目的

開示の目的が悪意，報復，金銭目的の場合には，

情報開示の公益性は認められない610

(6) 開示時期

情報開示の時期は，原則として問われない620し

かしながら，情報開示の時期は，情報開示の公益

性を判断する上で重要な意味を持つ場合もある。

特に，公衆に対する危険に関する事例において，

情報開示の時期が重要視されている 630

小括

これまで検討してきたように，情報開示の正当

事由は複数の考慮要素から判断されている。その

中でも重要な要素は，①情報開示が公益の観点か

ら行われたか，②情報開示が適切な相手方になさ

れたかである 64

まず，①情報開示が公益の観点から行われたか

という点については，どのような情報開示が公益

にあたるかという判断は不明確であると評価され

ている 65。なぜなら，裁判所は，開示情報が公にさ

10 

れるべき事柄か，守秘義務の範囲内にある事柄か

などの複数の要素を考慮して情報開示の正当事由

を判断するからである。

次に.(l情報開示が適切な相手方になされたか

という点については，情報開示は，まず使用者に

対してなされなければならないとされている問。

情報開示者は，可能なかぎり，使用者に問題を是

正する機会を与えるために，使用者に対して情報

開示しなければならないと判断された例があ

るへまた，報道機関に情報を開示する前に，適切

な相手方である規制機関等に情報を開示すべきで

あり，報道機関に対する情報開示は基本的に許さ

れるべきではないと判断された例もある680

以上のように，犯罪や不正に関する情報開示は，

守秘義務の問題にならないという不正行為に関す

る情報開示の一般原則が確立しているものの，全

ての事例において，複数の要素が総合的に考慮さ

れている。どのような情報開示が公益に基づいて

正当化されるかという判断基準は依然として不明

確である。立法以前においては，労働者は情報開

示に消極的にならざるをえなかったといえよう。

第二章 公益情報開示法の成立

前述のように，内部告発者を保護する法律であ

る公益情報開示法が.1998年 7月に制定され，

1999年7月1日に施行された。同法は.1996年雇

用権法(EmploymentRight Act 1996.以下，雇

用権法)に挿入される形で立法化されている。

以下では，公益情報開示法成立の背景とその基

本構造について検討する。

第一節公益情報開示法成立の背景

一立法の背景

イギリスで公益情報開示法が立法化された理由

としては，次の点を指摘することができるであろ

フ。

第一に，労働者からの内部告発によって，事前

に回避できたと考えられる重大事件が数多く発生

したという事情があげられる。



たとえば， 1988年のクラブァム鉄道事故では，

列車正面衝突事故が発生し， 35人が死亡， 500人

近くが負傷した69。事故の主要な原因は，その事故

前に線路を点検した労働者が，事故原因を発見し

ていたにもかかわらず，報告による不利益を恐れ

てそれを放置したためであった。

また， 1991年の BCCI銀行 (Bankof Credit 

and Commerce InternationaD事件では， 20億ポ

ンドの不正が発覚した。不正発覚の前年に，不正

に関する情報を第三者に開示した労働者が，剰員

整理を理由に解雇されている。他にも， 1993年

ノfーミンガム立病院ガン誤診事件， 1994年ライム

湾カヌー事故などにおいて，労働者による内部告

発が封じられていたことが判明している。

第二に，内部告発者に対して，使用者が不利益

処分を行うという事情があげられる。現在のとこ

ろ，使用者は内部告発者に対して内部告発を理由

に懲戒もしくは解雇する傾向にある 70。イギリス

とアメリカにおける 230人近くの内部告発者を対

象とした最近の調査によれば，不正に関与してお

らず，ただ事実を報告しただけにもかかわらず，

84パーセントの労働者が不正報告後に職を失っ

ている 71。このような状況では，労働者は使用者の

処分を恐れて内部告発しようとしない。

また，内部告発者に対する文化的な偏見も強い。

内部告発者を「裏切り者 (grass)Jもしくは「密告

者 (sneak)J とみなす多くの組織文化の中で，同

僚の労働者は，内部告発者をトラブル・メーカー

とみなし，時として無視したり仲間外れにしたり

する。さらに，この文化は，内部告発をしないこ

とを約する条項を契約に組み込むことによって補

完される場合もある。

第三に，公益情報開示法以前の法律が不十分で

あるという事情があげられる。たとえば，雇用保

護法(EmploymentProtection (consolidation) 

Act 1978)は，労働環境における健康・安全に関

する情報開示を理由とした解雇を不公正解雇と

し72，労働者を不利益に取り扱うことは許されな

いと規定している 73。しかしながら，その保護対象

は，労働環境における健康・安全に関する場合に

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

限定されており，また，企業外部に対して内部告

発した場合には適用されない。

また，国家秘密法 (OfficialSecrets Act 1989) 

は，犯罪および不正について，公務員が情報を開

示できることを定めているが，それ以外の情報開

示は保護されない。このように，公益情報開示法

以前の法律は，内部告発者に対して十分な保護を

与えていなかった。

第四に，コモン・ローの法理が不明確であると

いう事情があげられる。第一章で検討したとおり，

コモン・ローの判断は，複数の要素を考慮するた

めに，いかなる場合に情報開示が許されるかとい

う点は，必ずしも明らかではなかった。

ニ立法目的

公益情報開示法は，以上のような状況の中で制

定されたものである。同法は，次の三つの目的か

ら立法化された。

そのーは，情報開示者を勇気づけ，保護するこ

とにより，企業の不正行為の是正を促進し，公共

の利益を図ることである。

そのこは，労働者の意見を取り入れて適切な対

処をとる企業内部の問題解決機構の創設を奨励す

ることである。企業内部の問題解決機構に対する

労働者の自発的報告は，使用者にとっては，社会

的評価を下げずに問題の端緒を発見できる行為で

あり，また，労働者にとっては，守秘義務に違反

するかどうかを考慮する必要のない行為であるこ

とから，労使双方にとってメリットのある最も現

実的な解決方法といえる。

公益情報開示法を管轄する独立外部団体である

Public Concern at WorkとIndustrialRelation 

Servicesの調査によると，同法制定後， 3分の 2

の私企業と 10分の 9の公共機関が，企業内部に問

題解決機構を創設しているという 74。少なくとも，

企業内部の問題解決機構の創設を推進した点にお

いて，同法の制定は企業組織に好影響を与えてい

る。

もっとも，使用者からの不利益処分を恐れて労

働者が企業内部の問題解決機構に対して報告しな

11 
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いという事態も当然予想される。そこで，同法は，

企業内部の問題解決機構に対する報告を推進する

とともに，企業外部に対して情報開示した場合の

救済手段も強化している。

その三は，企業文化の変革推進である。前述の

通り，情報開示者に対する偏見が企業内部に蔓延

している。公益情報開示法の討議委員会において，

Richard Shepherd議員は，組織変革の必要性を次

のように説いている。

「この法律が組織文化を変化させて，労働者が公

衆の安全，患者の健康，公共財産，投資者の貯蓄

を脅かす不正行為を発見したときに，労働者が警

告するのは差し支えないこととされ，それが受け

入れられることを願っている。言いかえれば，企

業および国の公共機関の善良な労働者は，不正を

報告した組織に，報告者についてではなく，報告

内容について対応してもらうことを願うのであ

る。J75 

また，労働者が，誰に情報を開示すればいいか，

企業外部に対して情報開示した場合にどのような

救済を受けられるかについて理解していない可能

性がある。同法は，情報を開示しようとする労働

者の指針としての教育的機能を持つことも期待さ

れているといえよう。

第二節公益情報開示法の基本構造

詳細な検討に入る前に，公益情報開示法の概略

を説明しておきたい。なお，本稿では便宜上，使

用者および指定機関等に対する情報開示を「第一

段階の情報開示J，企業外部の者に対する情報開示

を「第二段階の情報開示」として記述する。

公益情報開示法の適用対象者は広範に規定され

ている。したがって，同法は様々な環境にいる人々

に適用される。

情報開示が保護されるためには，労働者の情報

開示が「保護される情報開示 (protecteddisclo-

sure)Jに該当しなければならない。「保護される情

報開示」と認められるための要件は，次の二つで

ある。

第一の要件は，開示内容が「適格性のある情報
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開示 (qualifyingdisclosure) J に該当することで

ある。「適格性のある情報開示」とは，情報開示者

が合理的に信じて a犯罪， b法律義務違反 c

誤審の発生， d個人の健康または安全に対する危

険 e環境破壊 f上記の項目に関係する情報の

隠蔽に関する情報を開示することである。

第二の要件は，情報開示者が同法の定める手続

にしたがって情報を開示することである。同法の

特徴は，第二段階の情報開示が認められるための

条件として，第一段階の情報開示を前もって行う，

もしくは行おうとしなければならないと規定して

いる点である。

保護される情報開示をした労働者は，保護され

る情報開示をしたことを理由に使用者からいかな

る不利益を受けない権利を有する。また，保護さ

れる情報開示を理由とした解雇は，当然に不公正

解雇とされる。さらに，同法の制定によって，情

報開示者は仮救済を利用できるようになった。

それでは以下において，適用対象者，保護され

る情報開示，救済の順に，詳しく検討することに

したい。

一適用対象者

同法は r労働者 (worker)Jの定義を拡大し，

不正行為に遭遇すると考えられる様々な環境の

人々を適用対象者としている 76 同法が適用され

る「労働者 (worker)Jとは，雇用権法第230条(3)

に定義される「労働者」に加えて，派遣労働者，

請負労働者，医療関係者，職業訓練者をも含む包

括的概念である。この他，公務員も同法の適用対

象者に含まれる。

l 雇用権法第230条(3)に定義される「労働者

(worker) J 

雇用権法第230条(3)は，労働者(workers)を次

のような契約を締結した個人と定義している。す

なわち，労働者とは， (a)労働契約，または， (b)当

該個人が，職業上または仕事上の顧客ではない相

手方当事者に対して，個人的に労働またはサービ

スを行う， (口頭または文書による)明示もしくは



黙示の契約，を締結した個人である。ここに定義

される「労働者」は，契約の相手方と顧客関係に

ある独立事業を営む者を除く，労働またはサービ

ス提供者を全て包含し得る広い概念ある。

2 派遣労働者 (agencyworkers) 77 

同条の定義する派遣労働者とは，派遣元 (the

agency)に仕事を紹介されている，もしくはされ

ていた者，または契約条項が派遣元もしくは派遣

先に決定されている，もしくはされていた者であ

る。使用者は，実質的に契約条件を決定している

者であり 78 通常，労働者の勤務先である派遣先で

ある 790

3 請負労働者Cindependentcontractor) 80 

請負労働者は，雇用権法230条(3)の定義する労

働者に含まれる。請負労働者の定義は広範であり，

自営業 (se!femployed) も含まれる 810 そして，

雇用権法43K条(1)(b)は，さらに雇用権法230条(3)

の適用範囲を広げ I個人的か否かにかかわらず」

ある者の業務目的のために，その者の統制または

管理を受けない所で仕事を請け負う個人を適用対

象者としている。ただし，形式的に同条に該当す

る場合でも，実質的にみて労働が契約の主要な目

的 (dominantpurpose)でないときは，労働者と

みなされない820

4 医療関係者 (NHS)83 

同法の規定する医療関係者とは， NHSの下で

医療サービス，歯科医療サービス，眼科医療サー

ビス，薬剤サービスの提供者として働いている，

もしくは働いていた個人である 84。通常これらの

医療関係者は独立した専門職であるので，本来な

らば同法の適用を受けない。しかし，医療関係に

不正行為が多いことから医療関係者も同法の適用

対象者とされた。

5 職業訓練者 (trainees)85 

同法の規定する職業訓練者とは，訓練コースも

しくはプログラムに基づいて，業務体験または雇

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

用のための訓練の提供を受けている，もしくは受

けていた個人である。ただし，雇用契約下にある

場合，または，教育施設によって管理される訓練

コースを受けている場合は，同条の適用対象外で

ある 860

6 その{也

これらの労働者に加えて，公務Ccrownemploy-

ment)に従事する者も，同法の適用対象者であ

る87。ただし，軍事関係 (armedforces) 88および

国家安全保障関係 (nationalsecurity) 89に従事す

る者は適用を除外されている。警察関係者(police

officers) 90も適用を除外されているが，警察に働

く民間職員は適用対象者となる。

グレートブリテン以外で通常働いている者に

は，同法が適用されない92 ただし，出張中に労働

者が不正行為を発見した場合には，同法が適用さ

れる余地はあろう 93

ニ保護される情報開示

公益情報開示法を制定する上での最大の問題

は，情報開示による公益と使用者の利益との調和

をいかにf子うか，ということである 940

この両者の調和を求めた結果，公益情報開示法

は，独自の構造と概念をもっ新しい保護法理を形

成した。すなわち同法は I保護される情報開示

(protected disclosure)Jという概念とその要件を

規定し I保護される'情報開示Jを理由に不利益を

受けない権利を創設した。

「保護される情報開示」の要件は， (1)開示内容が

「適格性のある情報開示 (qualifyingdisclosure) J 

であること，(2)情報開示者が雇用権法43C条から

43 H条の規定にしたがって情報を開示すること

である 950

1 適格性のある情報開示 (qualifying disclo-

sure，雇用権法43B条)

労働者の情報開示が保護されるための第一の要

件は，開示内容が「適格性のある情報開示(qualify-

ing disclosure) Jに該当することである。「適格性

13 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.9 2002 

のある情報開示」とは，情報開示者が合理的に信

じて，次の項目の一つ以上に該当する情報を開示

することである 96。いつの出来事であるかは問わ

れず，過去に行われた行為，現在進行している行

為，未来に起こりうる行為のいずれにも，同法が

適用される。「適格性のある情報開示」に該当する

開示内容は，次のように広範に規定されている。

a犯罪行為

あらゆる犯罪行為に関する情報がこの項目に該

当する。重大な犯罪であるかどうかは関係なし

また，犯罪の発生地がどこにあるかも問われない。

b法律義務違反行為

法令違反，契約上の義務違反，不正行為・名誉

虫損などのコモン・ロー上の義務違反等に関する

情報がこの項目に該当する。

C誤審を発生させる可能性のある行為

偽証，証拠の不提出といった誤審を発生させる

可能性のある行為に関する情報がこの項目に該当

する。

d個人の健康または安全に対する危険行為

労働者の健康と安全を侵害する労働環境に関す

る情報に限らず，公共スペースを利用する者やレ

ストランの顧客といった個人の健康と安全を侵害

する行為に関する情報もこの項目に該当する。

e環境を破壊する行為

廃棄物投棄，森林伐採といった環境を破壊する

行為に関する情報がこの項目に該当する。

f上記の項目に関係する情報の隠蔽行為

上記項目に該当する情報を故意に隠蔽した事実

に関する情報がこの項目に該当する。

同法には，規定にある 6つのカテゴリー以外に

開示内容に関する規定がない。したがって，規定

に該当しない情報の開示は，同法によって保護さ

れない。もっとも，そのような情報開示であって

も，通常の不公正解雇による救済を求めることが

できる可能性はある。

「適格性のある情報開示」と認められるために

は，情報開示者は，上記項目に該当する不正行為
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が発生していると合理的に信じていなければなら

ない (reasonablebelieu。もっとも，労働者は，

上記項目に該当する不正行為が発生していると合

理的に信じていればよしその情報が真実である

ことを証明する必要はなしユ。

「適格性のある情報開示」の要件においては，情

報の機密性，コモン・ロー上の守秘義務を免れる

正当事由の有無，情報開示行為の合理性，労働者

の行為態様は考慮されない。また，情報開示者は，

開示の相手方が既に知っている情報を開示しても

かまわない970

2 第一段階の情報開示一使用者および指定機関

等に対する開示(雇用権法43C~F条)

第一段階の情報開示とは，使用者，開示内容に

ついて法的責任を負う第三者，法律助言者，大臣，

指定機関に対する情報開示である。

(1) 使用者等に対する情報開示

(a)当該労働者の使用者98 または， (b)開示内容に

関係すると労働者が合理的に信じる使用者以外の

第三者，または， (c)開示内容について法的責任を

負うと労働者が合理的に信じる使用者以外の第三

者に対して情報を開示した場合，労働者は，誠実

(good faith)に適格性のある情報開示を行えば保

護される 990誠実に情報開示していれば，たとえ怠

慢もしくは不注意に情報開示を行っても保護され

る。もっとも，同僚への報復や使用者への恨みな

ど，不当な目的で行われた情報開示は，誠実とみ

なされない。

また，使用者の内部規定に使用者以外の者に対

する開示について定めがある場合，その者に対し

て適格性のある開示をした労働者は，自己の使用

者に対して適格性のある情報開示をしたものとみ

なされる 100。

(2) 法律助言者に対する情報開示

弁護士等の法律助言者にアドパイスを求めるた

めに行われた情報開示は，適格性のある情報開示

を行えば保護される 101。この場合，使用者に対す

る情報開示の場合と異なり，誠実に情報を開示し

たか否かは考慮きれない。



(3) 大臣に対する情報開示

使用者が法律に基いて大臣から任命されている

団体である場合，および，使用者の構成員が同様

の形で大臣から任命されている団体である場合，

その団体に所属する労働者の情報開示は，大臣に

対して誠実に適格性のある情報開示を行えば保護

される 102。前者の団体の例として，電気・ガス・

水道等の公共企業があり，後者の団体の例として，

NHS (National Health Service ;国民保険サー

ビス)に基づく医療関係者，裁判所，省庁以外の

公的組織等がある。

(4) 指定機関に対する情報開示

国務大臣 (theSecretary of State)の命令に

よって指定されている者に対して情報を開示する

場合，労働者は，誠実に情報を開示することに加

えて，①不正行為が指定されている者の管轄する

事項であると合理的に信じていること，②開示し

た情報及びそこに含まれる主張が実質的に真実で

あると合理的に信じていることを立証しなければ

ならない103。本条の対象となる機関は， 1999年公

益情報開示規則 (ThePublic Interest Disc10sure 

(Prescribed Persons) Order 1999)によって指定

されている。

3 第二段階の情報開示 企業外部の者に対する

情報開示(雇用権法43G条)

第二段階の情報開示とは，警察，指定外の機関，

報道機関等の企業外部の者に対する情報開示であ

る。第二段階の情報開示が保護されるためには，

(1)情報開示者の内心105，(2)情報開示の状況106 (3) 

情報開示の合理性川という 3つの項目にした

がって適格性のある情報開示を行う必要がある。

(1) 情報開示者の内心

ここでは，以下の事由を満たすことが必要であ

る。

(a) 労働者が誠実 (goodfaith)に情報を開示し

ているか

(b) 労働者が，開示した情報およびそこに含ま

れる主張が実質的に真実であると合理的に信

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

じているか

( c) 労働者が私的な利益を図る目的で情報を開

示していないか

(2) 情報開示の状況

ここでは，次のいづれかの状況にあったか否か

が判断される。ただし，不正行為が特に重大な場

合には，例外的に，この事由は判断されない(雇

用権法43H条参照)。

(a) 情報を開示する時点において，労働者が，

使用者または指定機関に情報を開示するなら

ば，使用者から不利益を受けるであろうと合

理的に信じているか

(b) 不正行為に関して，いかなる者も指定機関

として指定されていない場合において，労働

者が，使用者に情報を開示するならば，不正

行為に関する証拠が隠滅されるおそれがある

と合理的に信じているか

(c) 労働者が，使用者もしくは指定機関に対し

て，既に実質的に同様の情報を開示している

カユ

(3) 情報開示の合理性

ここでは，全ての事情から鑑みて，労働者が情

報開示を行ったことが合理的であったかどうかが

判断される。特に，次の項目が判断事由となる。

(a) 情報を開示した相手方がいかなる者か

(b) 不正行為が重大であるか

(c) 不正行為が継続しているか，もしくは，将

来不正行為が発生する可能性があるか

(d) 使用者が第三者に対して負う守秘義務に違

反する形で，情報開示が行われているか109

( e) 労働者が，使用者もしくは指定機関に対し

て，既に実質的に同様の情報を開示している

場合，使用者もしくは指定機関が，当該情報

開示を受けて何らかの対処を行ったか，また

は，何らかの対処を行うことが合理的に期待

されるか

(f) 使用者に情報を開示した場合，労働者が，

使用者の定める手続にしたがったか

15 
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同法の特徴は，使用者もしくは指定機関に対し

て前もって情報の開示を行うこと，もしくは，使

用者もしくは指定機関に対して情報の開示を行え

ない合理的な理由があることを企業外部者に対す

る情報開示が保護される条件としている点であ

る。すなわち，同法は，企業外部者に対して情報

を開示する前に，使用者または指定機関に対して

情報を開示することを要求している。

さらに，注目すべきことは，コモン・ロー上問

題となった「労働者が使用者に対して負う」守秘

義務が，情報開示の合理性の考慮要素に含まれて

いないことであろう。同法の守秘義務に関する規

定は I使用者が第三者に対して負う」守秘義務に

違反する形で，情報開示が行われているかという

点のみである 110。

三救済

同法の制定により，保護される情報開示をした

ことを理由に不利益を受けない権利があること，

保護される情報開示を理由とした解雇が当然に不

公正解雇とみなされること，仮救済制度が利用で

きること，情報開示をしない旨の合意は無効であ

ることが明確に規定された。

1 不利益 (detriment)を受けない権利(雇用権

法47B条)

(1) 権利内容

労働者は，保護される情報開示をしたことを理

由に使用者からいかなる不利益を受けない権利を

有す.Q1110 不利益には，使用者の不作為も含まれ

る。保護される情報開示を理由とした昇格差別や

賃金差別，懲戒処分，配転差別等が不利益に該当

する。また，請負労働者など雇用関係にない労働

者の場合は，契約解除が不利益に該当する。さら

に，使用者による脅迫行為も不利益に該当すると

考えられている 1120

他方，同法は，保護される情報開示をしたこと

を理由とした採用差別を不利益としていない。し

たがって，情報を開示した者をトラブル・メーカー

とみなして採用しない使用者の行為は，不利益に

16 

該当しない。そのため，情報を開示しようとする

労働者は，将来の雇用に不利益が生じるかもしれ

ないというリスクを覚悟;しなければならない。こ

の点は，採用差別を禁止している 1975年性差別禁

止法 (SexDiscrimination Act 1975)， 1976年人

種関係法 (RaceRelations Act 1976) 113，および，

組合活動を理由とした採用差別を禁止している

1992年労働組合労働関係(統合)法(TradeUnion 

and Labour Relations (consolidation) Act 

1992) 114と対照的である。

(2) 雇用審判所(EmploymenttribunaI)への申

立て(雇用権法48条)

保護される情報開示をしたことを理由に不利益

処分を受けた労働者は，雇用審判所(Employment

tribunaI)に提訴することができる 115。雇用審判所

以外の裁判所への提訴はできない。

この提訴は，不利益処分を受けた日または継続

する不利益行為の最後の日から 3カ月以内になさ

れなければならない116。ただし 3カ月以内の提

訴が困難な場合には，審判所が合理的であると考

える期間内に提訴することが許される 117。この申

立て期間の規定は，不公正解雇(unfairdismissaI) 

の提訴にも適用される。

(3) 救済方法

雇用審判所は，不利益取扱いの提訴に正当な理

由があるときには，救済命令 (adeclaration to 

that effect) または補償金の支払を命じることが

できる 118。審判所は，その侵害およびその作為・

不作為に帰することのできる損失に照らし，事案

の全ての事情に鑑みて，公正平等と思料する補償

金の裁定を行うことができる 1190 損失には，合理

的範囲内の当該作為・不作為の結果被った経費お

よび得べかりし利益を含む120。

(4) 処分事由の立証責任

不利益というためには，保護される情報開示を

したことを理由とした不利益処分であることが立

証されなければならない。不利益処分に関する立

証責任は使用者にある 121。使用者は，当該処分が

保護される情報開示と無関係な理由であることを

立証しなければならない。通常の訴訟では原告に



立証責任があるが，同法では使用者に立証責任が

転換されている。その理由は，使用者だけが処分

理由を知りうるからである。これは，保護される

情報開示を行ったことが不利益処分の理由である

という推定が働くことを意味する。

2 保護される情報開示を理由とする解雇

労働者が保護される情報開示をしたことを理由

に解雇された場合，当該解雇は当然に不公正解雇

とされる 122。当然にという意味は，審判所は解雇

の合理性について判断しないということである。

解雇理由が複数ある場合は，保護される情報開示

が解雇の真の理由 (principal reason for dis-

missa])であれば，当然に不公正解雇となる。解雇

の真の理由は，解雇時における使用者の心理状態

から判断される 123。また，剰員整理の際に，保護

される情報開示をしたかどうかを基準に労働者を

選択して解雇することは不公正解雇となる 1240

同法が適用されない情報開示の場合，情報開示

を理由に解雇された労働者は，従前のように，雇

用権法の規定に基づいて不公正解雇を主張できる

に留まる 1250

3 仮救済(InterimrelieU 

公益情報開示法の制定により，保護される情報

開示をしたことを理由に解雇された労働者は，審

判所に仮救済の申立てを行うことができるように

なった 1260

この仮救済制度は，従来から次のような解雇理

由の場合において利用されている。組合活動等を

理由とする解雇，労働時間規制に違反する労働の

拒否を理由とする解雇，健康または安全に関する

活動を理由とする解雇，職域年金受託者の任務遂

行を理由とする解雇， 1992年労働関係労働組合

(統合)法の剰員整理協議規定127および1981年営

業譲渡(雇用保護)規則の協議規定128に関する労

働者代表またはその候補者がその地位にもとづく

活動をすることを理由とする解雇などの場合であ

る。

この仮救済の申立ては，申立人の雇用終了日か

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

ら7日間以内に審判所に対してなされなければな

らない129。審判所は，申請受領後すみやかに仮救

済の決定をするものとされ130，審問期日の遅くと

も7日前までに，申請書のコピーに審問期日の時

間と場所を記して使用者に通知する必要があ

る131。審判所は，例外的な事情がない限り，審問

期間を延長できない1320

審判所は，仮救済の審問において，申立人が保

護される情報開示をしたことを理由に解雇された

と判断される見込みが強いと思料する場合は，再

雇用，復職もしくは雇用継続命令を出すことがで

きる 133。その結果，申立人は，賃金およびその他

の利益 (normalbenefit)の回復を受けることが

できる。このように，申立人に対して再雇用，復

職もしくは雇用継続命令をだすことができる点

で，公益情報開示法上，仮救済は重要な制度にな

るといわれている 134

申立人は，その事件の本訴において勝訴しそう

Oikely)であること，すなわち，勝訴する「相当

程度の可能性 (apretty good chance) J を証明し

なければならない。この「相当程度の可能'性」は，

組合活動を理由とした解雇が争われた裁判例にお

いて r勝訴の合理的な見通し(areasonable pros-

pect of success) J以上の可能性であると解釈され

ている 1350

仮救済は，他の解雇理由に関する場合と同様の

手続を経る。まず審判所は，仮救済の効力につい

て労使双方に説明し136，使用者に申立人を復職ま

たは再雇用する意思があるかどうかを確認す

るl九使用者が申立人を復職させる意思を有する

場合には復職を命じる 138。使用者が申立人を前職

に劣らない雇用条件で再雇用する意思、を有し，か

っ，労働者がその再雇用を受け入れる場合には，

再雇用を命じる 139。使用者が合理的理由にもとづ

いて再雇用を拒否する場合には，審判所はその事

件の審問終了時まで労働者の雇用を継続する旨の

命令を下すことができる 1400使用者が審問に出頭

しない場合または申立人を復職ないし再雇用する

意思を有しない場合も雇用継続を命ずることがで

きる凶。ただし，使用者が最終的に雇用継続命令

17 
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に従わない場合には，審判所は使用者に補償金の

支払を命ずることしかできないH20

仮救済は，労働者の復職または再就職を可能に

する。しかしながら，労使の信頼関係がすでに失

われている場合，または，他の労働者との関係が

崩壊している場合には，審判所は復職または再就

職は実行可能ではないと判断する川。したがっ

て，使用者が情報開示者を信頼していない場合や，

同僚が情報開示に不満をもっている場合には，復

職または再就職の実行可能性の判断が重要にな

る。

4 保護される情報開示をしないことを約する合

意の効力(雇用権法43J条)

保護される開示をしないことを約する労使間合

意は，無効となる 1へこの規定は，あらゆる労使

聞の合意に適用される 1日。

第三節公益情報開示法の意義

では，公益情報開示法の成立はいかなる意義を

有するであろうか。同法成立の意義は次の五点に

集約できょう。

第一に，労働者による情報開示が，企業内部に

おける不正行為のチェック機構のーっとして承認

されたことである。企業内部に問題解決機構を創

設させるという同法の目的は，第一段階の情報開

示の前置を第二段階の情報開示が認められる条件

としている点に反映されている。このことから，

労働者による情報開示は，企業内部の問題解決機

構を機能させるための手段と位置付けられる。

第二に，情報開示のルールが確立したことであ

る。労働者は，.保護される情報開示」の規定にし

たがって情報を開示することを要求されている。

「保護される情報開示」として認められるための要

件は， (1) ，.適格性のある情報開示」であること，

(2)情報開示者が同法の手続にしたがって情報を開

示することである。

第三に，同法が，保護される情報開示の判断に

おいて，労働者の守秘義務を掛酌しないことを明

確にしたことである。同法には，コモン・ロー上

18 

問題となった「使用者と労働者の聞の」守秘義務

に関する規定がない。したがって，労働者は，守

秘義務違反かどうかを考慮することなく情報を開

示できるようになった。

第四に，不利益処分を受けない権利と仮救済の

創設により，労働者の救済手段が強化されたこと

である。すなわち，保護される情報開示をしたこ

とを理由に使用者からいかなる不利益を受けない

権利が明確に規定された。また，保護される情報

開示をしたことを理由とした解雇は，当然に不公

正解雇になると規定された。さらに，仮救済の導

入により，保護される情報開示をしたことを理由

に不利益を被った労働者は，早急に救済を受ける

ことが可能になった。

第五に，救済範囲が拡大されたことである。同

法は，多様な人々を適用対象者としている。

第三章公益情報開示法以後の展開

第一節労働法改革「職場における公正(Fairness

at Work).JJとの関連

1997年，マーガレット・サッチャーおよびジョ

ン・メージャーによる保守党政権の後， トニー・

プレアを首相とする労働党が政権を握った。グ

ローノてリゼーション・個人生活の変貌をはじめと

する変化の著しい現代に適合した社会を形成する

ために，トニー・ブレア労働党政権は，.第三の道」

と称される政策を展開している凶。一言でいえ

ば，社会的な公正，弱者救済など従来の労働党の

政策を維持しつつ，効率，競争といった市場原理

も重視する政策である。

「第三の道」の特徴として，主に以下の三点が指

摘できるであろう。

第一に，市場原理を積極的に活用する一方，政

府がその条件整備を行なっている点である。その

例として，公的年金の縮小を図る一方で，民聞が

運営を担う個人年金を創設した年金改革があげら

れる。

第二に，福祉政策の重点を従来の福祉手当の支

給から，人々の能力開発に移行した点である。こ



れは，ブレア政権の政策の一つである『福祉から

就労へ CWelfareto Work)~ に象徴される。

第三に，サッチャ一時代の個人主義を修正して，

社会の連帯を強調する点である。市民社会の再生

のためには，個人の家族，地域社会，ボランティ

ア団体など所属するコミュニティーの充実が必要

であるとする。そして，コミュニティー再生の条

件として，犯罪の未然の防止は不可欠であり，そ

の取り組みは社会的公正に寄与すると考えられて

いる。

このような第三の道を構成する多様な政策の中

で，ブレア政権は労働法改革を行っている。その

の方向性は，白書「職場における公正CFairnessat 

Work)~ に示されている 1ヘ公益情報開示法は，

このイギリス労働法改革の一つに位置付けられて

いる。

白書では，労働法改革の目標は r繁栄の創造

(Building Prosperity) Jであると説明されてい

る148。すなわち，イギリスが将来一層繁栄するた

めには，国内外におけるイギリスの競争力の強化

が不可欠であるとする。その競争力の強化にあ

たって，白書は，強い市場の創造，現代的企業の

奨励，個人と企業が自己開発のために必要な危険

を冒すことができる進取な閏の創造という 3つの

戦略を立てている。これらの戦略を展開する上で，

個別的，集団的労使関係の適正な発展が重要な政

策となる。職場における強力なパートナーシツプ

の発展が r職場における公正」を向上させる最善

の方法であり，以下の三つの枠組みが白書の主要

部分を形成している。

その枠組みは，第一に，雇用に関する個人の権

利の見直し，第二に，集団的な代表についての新

たな手続の確立(組合承認制度の再確立等149)，第

三に，就労の機会を保障するための『家族にやさ

しい政策 Cfamilyfriendly policies) ~である。

公益情報開示法は，白書において，第ーの個人

の雇用に関する権利の 1つとして位置付けられて

いる。すなわち，個人の雇用に関する権利を見直

すことによって，労働者を正当に保護することが，

責任と競争力の増大に寄与すると考えられてい

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

る。公益情報開示法は，その lつの具体化として

位置付けられているのである。

第二節紛争事例

公益情報公開法を専門とする外部団体である

Public Concern at W orkの調査によると，イギ

リスでは施行後から 2000年 6月初めまでの約 1

年聞に 200近くの相談件数があるという。以下で

は，同法施行後のリーディングケースとなる三件

の紛争事例を紹介する。

- Bladon v ALM Medical Services Ltd事件150

1 事実の概要

私設有料老人ホームYに婦長として勤務するX

は， Yの経営，福祉，患者のケア，薬剤記録の憐

怠，患者への暴行等について， Yのマネージング

ディレクターAの助手Bに書面にして提言した。

Bは休暇後に対応するとXに説明したが， Bはな

かなか休暇から戻らなかった。その後， Xは患者

のケアのさらなる悪化を知ったため，外部団体

C ・Dに電話し，患者への傷害，薬剤記録，スタッ

プレベノレ，患者の軽視等についての情報を開示し

た。 C.DはYを調査し， Xが指摘した 6つの事

項のうち 4つについてその問題性を確認した。

C ・Dは， Aに調査結果を書面で指摘し，調査の

後返答するように要求した。

Yは， Xに対して，書面でCとの接触について

警告した。その書面には， Xの職務能力欠知がす

べての問題の原因であり，情報開示の動機はXの

同僚との関係悪化にあると書かれていた。 Aは，

C ・Dに対して， Xの指摘について異議がある旨

返答した後，通常期待される職務能力より劣るこ

とを理由にXを解雇した。

これに対し， Xは，解雇と書面による警告によ

り受けた精神的損害の賠償と，当該解雇は，公益

情報開示法に規定される保護される情報開示を理

由とするものであり，不公正解雇であるとして提

訴した。

19 
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2 判決の要旨

(1) 使用者に対する開示の保護の可否

まず， XがBに書面を提出した行為は，雇用権

法43条C(I)(a)の使用者に対する適格性のある情

報開示と認められる。開示内容は，患者の健康と

安全に関係している 151。薬剤管理については， C， 

Dに対するAの返答が誤っており，法律義務違反

の可能性がある(雇用権法43B条(a)(b)の規定に該

当する可能性がある)。

Bの使用者性が問題となるものの， BがXを婦

長に昇進させていたという事実から， Bは明らか

にXの使用者として行動していたといえる。した

がって， BはXの使用者と認められる。

そして， Xが合理的に信じていないという反対

証拠がない点， C. Dの検査によって開示内容の

問題性が証明された点からすると， Xは，適格性

のある情報開示に該当する不正行為があると合理

的に信じていたと考えられる。

さらに， Bに対する情報開示は(雇用権法43C 

条に該当するかどうかを判断すると)， I誠実

(good faith) Jであったと認められる。 Xは，仕事

に対する責任感から，患者の福祉のために情報を

開示したと考えられる。

(2) 外部への情報開示の合理性

C.Dが雇用権法43F条に該当する指定機関で

ないことは，重大な問題である。しかしながら，

Xのそれらに対する情報開示は，雇用権法43G条

が規定する外部に対する情報開示として保護され

る可能性がある。

Xは使用者である Bに対して I誠実 (good

faith) J に同様の事由を情報開示していることか

ら， C. Dに対する情報開示には合理性があり，

また，開示情報がC，Dの検査によって実証され

ているという事実を考慮すると，その内容は本質

的に真実であったと認められる。

加えて， (a) Xは指定機関に情報を開示しなかっ

たものの，責任ある調査団体C・Dに情報を開示

し， C. Dに問題の処置を任せたこと， (b)開示内

容は重大な問題を含んで、おり， C ・Dの検査によ

りその問題性が証明されたこと， (c) Bが休暇から

20 

戻ってくるのを待たずにXが行動したことは不合

理であるとはいえず，またAにその情報を開示す

ると不利益を被るとXが考えるのは合理的である

こと， (d)Y内部に問題解決機構がないことから，

雇用権法43G条に基づいた合理的な外部に対す

る情報開示であったと認められる。

Y内部に問題解決機構がなく， Yによる調査が

行われないと考えられる本件では，調査団体C，

Dに対して，責任ある専門的な立場から情報を開

示したXの行為は合理的である。開示内容は重大

な問題であり，使用者が調査を行っていない以上，

外部機関に対する情報開示は合理性を認められる

べきである。

(3) 情報開示を理由とする処分

Xの情報開示が保護される情報開示に該当する

ことから，本件解雇は雇用権法103A条の規定に

基づき，当然に不公正解雇となる。 Xは不利益を

被っており，雇用権法47B条に規定される不利益

を受けない権利を侵害されている。その損害は，

第一に，書面による警告であり，第二に，書面に

よる警告に対する弁明の機会の剥奪である。さら

に，当該解雇は担造されたものであり，問題の隠

蔽がその目的であったと認められる。

(4) 不公正解雇に対する損害

救済聴聞の機会を奪われた損害としてf:5500， 

不公正解雇による将来の損害として雇用権法123

条の計算に基づきf:7500の賠償を認める。この判

断にあたっては，同等の仕事を見つげて損害を軽

減しようと適切に試みたXの行為が考慮されるべ

きである。加えて，全証拠から判断すると， Xが

期間の定めのない雇用を得られなかった唯一の理

由は， Xが情報開示者という事実，より正確にい

えば公益情報開示法に基づき訴訟を進行していた

という事実に， Xを採用しようとした使用者が，

意識的であれ無意識であれ，影響されていたから

であるという点が考慮される。

(5) 加重損害

書面による警告と弁明の機会剥奪を理由に，雇

用権法49条(2)の計算に基づきさらにf:10000の

賠償を認めるO この損害賠償額は， Xの精神的損



害と使用者の不当な対応に基づく「加重損害 (ag-

gravated damages) J からなる。懲戒理由を担造

し，問題に対する適切な対応を怠り，さらに問題

をXの個人的責任のせいにしたYの行為は，加重

損害に該当する。

ニ Azmi v Orbis Charitable Trust事件152

1 事実の概要

アメリカに本部を持つ，全世界で眼に疾病を有

する者を支援する慈善団体Yの財産管理者である

Xは， Yの財産管理に疑問を持っていた。 Xは，

外部団体と前任の財産管理者から助言を受けなが

ら， Y常務理事， Y監査役，およびYアメリカ本

部に対して， Yの資産運用について批判した。こ

れに対しYは，能力欠如を理由にXを解雇したた

め， Xは不公正解雇であるとして提訴した。

2 判決の要旨

Y監査役，外部団体に対する情報開示は，公益

情報開示法の規定に該当しているかが問題となり

うるものの，本件においてこの点は解雇理由と関

係しない。 Yはこれらの事実を知らなかったので

あり，かかる事実は解雇理由となりえないからで

ある。

アメリカ本部理事に対する情報開示は，雇用権

法43C条(l)(a)に規定されるXの使用者に対して

なされた情報開示ではない。さらに， Xの苦情内

容はアメリカ本部の行為と関係ないものであり，

アメリカ本部に責任もない。したがって当該情報

開示は，雇用権法43G条に規定される使用者以外

の者に対する保護される情報開示と認められな

しユ。

しかしながら，全証拠を考慮すると， XはYに

対して 43C条(l)(a)に規定する誠実に使用者に対

して情報を開示をしたことを理由に解雇されたと

いえる。すなわち， XはYの活動についてY常務

理事を問い詰め， Y常務理事がそのような行為を

不快に感じ， Xを排除しようと能力欠如を理由に

解雇したと結論づけられる。したがって，本件解

雇は無効である。

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

Fernandes v Netcom Consultants (UK)事件153

1 事実の概要

アメリカの Xsource社が所有する電気通信会

社Yに会計主任として勤務するX(勤務4年目)

は，新任常任取締役Aの不正出費および領収書不

提出の事実， Yの税金未納および労働者の年金

ファンドの滞納を発見した。 Xは，その事実を

Xsource社と姉妹会社の経営会議のメンバーに

開示した。これに対し， Yの会長であるBは， X

に調査終了までの自宅待機を命じた。社内の審問

において， Yは明らかに憤慨しており， Xに対し

て I全員の信頼を失った。」と述べた。その後，

Y は電話でXに辞職をせまったが， Xはこれに従

わなかった。その後， Xは社内の懲戒審問に呼び

出され，著しい非行を理由に解雇された。解雇通

知書における解雇理由は，企業の税金の支払博怠，

年金ファンドの滞納， Aの不正出費を許したこと

であった。これに対し， Xは不公正解雇に基づく

仮救済と損害賠償を請求した。

2 判決の要旨

(1)解雇理由

Xには，仮救済に基づいて，雇用継続命令が認

められる。 Yの主張するXの解雇理由は I煙幕

(smokescreen) Jである o本当の解雇理由は，不正

経理に関し，保護される情報開示をアメリカの経

営会議のメンバーにしたことであると推論され

る。

そのような推論の根拠は，社内の審問における

BのXに対する態度にある。その態度とは，懲戒

審問前に辞職をせまったこと， BがYの経営陣に

Xの手紙を報告しなかったこと， Xに対する対応

と不正をしたAに対する対応が明らかに違うこと

である。

Bと最高財務執行役員が， Aの領収書， AとX

の関係， Bの支出について何ら調査しなかったと

いう事実から，今回の不正支出は， Y自身に原因

のある避けられざる結果であり， Xsource社の経

営者がXを排除しようと決定したと考えられる。

さらに，社内の審問における BのXに対する態度，
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Xに辞職をせまったこと，その他の脅迫行為は， 用審判所が情報開示者に勝訴の可能性を認めて，

全てをもみ消すためであったことは明らかであ 仮救済を認容する可能性は極めて低い。

る。

(2) 損害

Xは不公正解雇の損害として，雇用権法 123条

および124条の計算に基づき，合計f:293441の賠

償を認める。この賠償には， Xが65歳になるまで

の残り 6年間で従前の賃金と同様の職につくこと

は困難であるという予測が考慮されている。この

結論に至るにあたって， Xが就職相談所に rその

年齢は就職に不利に働くだろう。J，r裁判が終わる

まで」職を探すのは待つべきであろうとアドバイ

スされたことが考慮される。そして， Xが65歳ま

でに解雇される可能性，他の理由で退職する可能

性を考慮すると，賠償額を減額するのは適切でな

く公平に反する。

第三節公益情報開示法の展開

1998年に成立した公益情報開示法を評価する

のは，おそらく時期尚早であろう。しかしながら，

公益情報開示法制定後の裁判例を検討しておくこ

とは，有意義であると思われる。本節では，上記

の裁判例にみられる特徴を整理しておきた

し〉1540

一仮救済

Bladon v ALM Medical Services Ltd事件(以

下， Bladon事件)， Fernandes v Netcom Consul-

tants (UK)事件(以下， Fernandes事件)では，

仮救済の可否が争点となっている。 Fernandes事

件では，仮救済が認容されたが， Bladon事件で

は，具体的な証拠がないとして仮救済の申し立て

が却下された。

Fernandes事件のように，解雇以前に懲戒が行

われているケースにおいては，仮救済は適切な救

済手段であると思われる。他方， Bladon事件のよ

うに，雇用権法43G条に規定される外部に対する

情報開示を含むケースの場合，雇用審判所は，全

ての状況を考慮した上で外部に対する情報開示の

合理性を判断しなければならない。そのため，雇
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二解雇事由の立証責任

不公正解雇制度上，解雇事由の立証責任は，雇

用期間の長短によって変化する。 Bladon事件，

Azmi v Orbis Charitable Trust事件(以下， Azmi

事件)のように，雇われて 1年未満の労働者であ

る場合には，解雇事由の立証責任は労働者にある。

4年近く雇われていた Fernandes事件のように

1年以上雇用されている場合には，解雇事由の立

証責任は使用者にある 155。損害賠償に関しては，

雇用期間に関係なく使用者が立証責任を負

λ156 ノ。

三推論 (Drawinginferences) 

Fernandes事件において，裁判所は推論の重要

性を説示している。すなわち，同事件判旨は r性

差別事件や人種差別事件において，法律によって

禁止されている理由に基づいて解雇したと使用者

が認めることはほとんどない。このことからする

と，労働者が保護される情報開示をした後に解雇

された場合，裁判所が使用者に弁明を求め，その

弁明を厳格に精査することは極めて常識的であ

る。使用者の弁明が十分でない場合には，解雇理

由は保護される情報開示をしたことであると推論

することが可能であろう」と判断した。

四損害賠償

Bladon事件において，雇用審判所は Cleveland

Ambulance NHS Trust v Blane事件を引用し

た1ヘ同事件は，法律違反がある場合に損害賠償

を認めることは公平，平等であるとして，精神的

損害に対する賠償を認めた事例である。

もっとも， Bladon事件では rそのような損害

の査定は加重損害の中に含む」ことができるとし

た。この判断は，人種差別事件である HMPrison 

Service v J onson事件といった従来の裁判例と異

なる 1580

Bladon事件におけるf:10000の損害賠償は，人



種差別事件，性差別事件，障害者差別事件におけ

る精神的損害の賠償額から比べると高額である

(各事件の賠償額はf:3730， f: 2907， f: 2543159)な

お，精神的損害に対する賠償は，損害賠償事件に

おいてのみ認められ，不公正解雇事件においては

認められていない。

、l 
J
 

手吉

以上，同法制定後の展開について簡単に紹介し

た。公益情報開示法の本格的に検討するためには，

裁判例の蓄積を待つ必要があるが，上記三つの裁

判例のいづれも労働者が勝訴している点が注目さ

れる。これらの事案は，有料老人ホームにおける

介護実態，金銭経理上の不正行為という，日本で

も問題となりうるものである。

最後に，裁判例の注目すべき点を整理しておき

たい。

そのーは，仮救済制度の実効性という点である。

企業外部に対する情報開示を含むケースであった

Bladon事件は，企業外部に対する情報開示の合

理性判断が困難であることから，仮救済を認めて

いない。今後も，企業外部に対して開示した場合

に仮救済を認めないとすると，その実効性は疑わ

しくなろう。

その二は， Fernandes事件において，雇用審判

所が性差別事件や人種差別事件を参考にして，解

雇理由を推論している点である。雇用審判所は，

使用者による弁明を厳格に精査し，それが十分で

ない場合には，解雇理由は保護される情報開示で

あると推論している。

その三は，人種差別事件，性差別事件，障害者

差別事件と比べて，比較的に高額の損害賠償が認

められている点である。もっとも，同法の制定後

間もないことを鑑みれば，象徴的意味合いも含ま

れていると考えられる。

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

終 章

イギリス公益情報開示法の特徴 若干の比

較法的考察

前述のように，アメリカ，オーストラリア等の

世界各国において，内部告発者を保護する法律が

存在する 1へそこで，イギリス法の評価に入る前

に，イギリス公益情報開示法と他国の法律を簡単

に比較しておきたい。他国の法律との比較によっ

て，イギリス公益情報開示法の特色が明らかにな

るからである。

イギリス公益情報開示法は，他国の法律と比較

すると，次のような特徴を有する。

第一に，私企業の労働者を対象とした法律であ

る点である。他国において公務員を対象とした法

律は数多く存在するものの，私企業を対象とした

法律は少ない。公益情報開示法が，世界で最も進

んだ法律であるとされる所以である 161。

第二に，使用者に対する報告を重視しつつ，企

業の外部に対する情報開示をも保護対象とする二

段階の法的評価の枠組を採用している点である。

例えば，アメリカ・ミシガン州の法律， 1981年ミ

シガン州内部告発者保護法 (theMichigan Whist-

leblower Protection Act 1981)の保護範囲は，

法律，規制違反に関する告発が公共機関に対して

行われたときに限定されている 1620

第三に，立証責任の点である。イギリスでは，

情報開示を理由とした不利益処分に関する立証責

任が使用者側に転換されている。アメリカの連邦

政府職員を対象者とする法律である 1989年内部

告発者保護法 (theWhistleblowing Protection 

Act 1989)では，内部告発者側が内部告発を理由

とした不利益処分であることを立証しなければな

らない163。もっとも， 1994年の同法の改正によっ

て，内部告発者の立証責任は緩和されている 1640

南オーストラリアの法律， 1993年内部告発保護法

(The Whistleblowing Protection Act 1993) も

同様に，立証責任が内部告発者側にある。

第四に，イギリスでは，法制度上，情報開示に

ついて弁護士等に相談する行為は，守秘義務違反
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に該当しないとされている点である。アメリカで

は，そのような保護はないという 1650

第五に，同法が社会的公益の観点に基づいて制

定されている点である。そこに，他国にない特徴

を見出すことができると考えられる。

二本稿のまとめと残された検討課題

以上，イギリスにおける労働者による情報開示

の法理について，①企業情報開示を支える基本原

理の形成過程，②情報開示のルールという二つの

点から検討してきたが，さしあたり次のようにま

とめることができる。

労働者による情報開示のルールは，労働者の守

秘義務に関するコモン・ローの判断において形成

された。当初，情報開示の正当事由は，犯罪や詐

欺的行為等の不正行為に関する情報開示にのみ認

められていた。しかし，その後の裁判例の蓄積に

より，不正行為以外に関する情報開示についても，

公益の観点から正当事由が認められるようになっ

た(第一章第二節ー)。その結果，コモン・ロー上，

犯罪および詐欺的行為，権利侵害，内規違反，不

道徳な行為，公衆を誤らせる行為，公衆の危険，

預金者および投資家の危険，裁判の誤審の危険等

に関する労働者の情報開示に正当事由が認められ

ている(第一章第二節ー)。他方，情報開示の相手

方という視点から，利害関係者等の適切な相手方

になされなければならないという判断基準が形成

された(第一章第二節二)。

このような開示情報の内容および情報開示の相

手方に注目する判断基準の趣旨は，情報開示の公

益と使用者の利益の利益調整である。しかしなが

ら両者を利益衡量する判断手法は，情報開示者

側に加重な立証責任を負わせる結果となった。す

なわち，情報開示者側は，使用者側の利益を上回

る情報開示の公益性を立証しなければならなかっ

た。

その後，労働者の報告がなされれば未然に防止

できたと思われる重大事件の続発をきっかけに，

内部告発者保護する法律の必要性が認識された

(第二章第一節ー)。その結果，公益情報開示法が
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1998年7月に制定され， 1999年7月1日に施行さ

れた。その立法趣旨は，不正是正の促進，組織内

部の問題解決機構を創設することの奨励，内部告

発者を差別する文化の変革である(第一章第一節

二)。同法は，労働者による情報開示をチェック機

構のーっとして承認した上で，情報開示のルール

を明確にした点に意義がある。

立法以前のコモン・ローの法理と公益情報開示

法を比較すると，次のような点が明らかになる。

第一に，公益情報開示法は，コモン・ローの法

理を原則として修正していない。すなわち，同法

は，コモン・ローにおいて正当事由を認められた

開示内容を保護対象とし，開示の相手方によって

異なる手続を与えるという，コモン・ローと類似

した構造を有する。

第二に，同法制定により，情報開示による公益

の位置付けが変化した。コモン・ローが情報開示

の公益と使用者の利益の利益衡量から情報開示の

正当事由を判断していたのに対し，同法は，情報

開示による公益を使用者の利益より優先させる法

的構造を有する。これは同法の守秘義務に関する

規定から明らかになる。同法にはコモン・ロー上

問題となった「労働者が使用者に対して負う」守

秘義務に関する規定がない。すなわち，同法は，

「保護される情報開示」に該当する限り，労働者の

守秘義務が本法に影響しないことを明確にした。

第三に，同法制定により，不正行為以外に関す

る情報開示が保護対象となることが明確に示され

た。コモン・ローにおいて不正行為以外に関する

情報開示の保護の可否は，情報開示者側の立証次

第であったのに対し，公益情報開示法は，不正行

為以外に関する情報開示を「適格性のある情報開

示J に挿入し，不正行為に関する情報開示と同列

に取り扱うことを明確にした。これにより r保護

される情報開示」として認められれば，不正行為

以外の情報開示も保護されることになる。

第四に，同法制定により，情報開示の/レールが

明確化された。労働者による情報開示は，社会的

公益を目的として，労働者が企業という社会的権

力に対抗するという側面を有するo そのため，情



報開示のルール形成が不可欠である。公益情報開

示法は，コモン・ローにおいて形成された法理を

参考に r保護される情報開示」という概念とその

要件を規定した。コモン・ロー及び公益情報開示

法に共通の特徴は，情報開示の公益と使用者の利

益との調和を求めた結果，第二段階の情報開示の

前に，第一段階の情報開示を行うことを求めてい

る点にある。

最後に，公益情報開示法以後の裁判例の検討す

ることにより，その特徴が明らかになった。性・

人種・障害者差別事例の法理を参考にして，解雇

理由の類推が行われている点が特徴的である。

さて，ここで労働者による企業情報開示を支え

る基本原理について考えてみたい。イギリスにお

ける労働者による企業情報開示を支える基本原理

は，まさしく「社会的公益」である。公益情報開

示法の制定は，情報開示の公益と使用者の利益の

利益衡量判断から，特定の情報内容について情報

開示の公益を優先させる判断へと判断枠組みを移

行iさせた。

同時に，同法は，労働者による企業情報開示の

パラダイムを転換させたといえよう。このパラダ

イム転換は，ブレア労働党政権の目指す政策に

よって，さらに強化されている。ブレア労働党政

権の政策『職場における公正 (Fairness at 

Work)~ は r繁栄の創造J (Building Prosperity) 

を目的とし，国内外におけるイギリスの競争力の

強化を志向する(第二章第一節)。その政策の中で，

公益情報開示法は，コミュニティー再生のための

条件である，犯罪の未然の防止，社会的公正に寄

与すると位置づけられている。同法は，ブレア労

働党政権の労働政策の重要な構成部分として評価

される必要があろう。

以上の検討により，イギリスにおける労働者に

よる企業情報開示をめぐる法理の基本的特徴が明

らかになったと思われる。最後に，今後の課題を

提起して，本稿の結びにかえたい。

社会的公正(正義)を維持することは，法律学

の目指すべき理想である。企業活動の濫用を抑止

する施策として，労働者による内部告発は積極的

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

意義を見出すことができょう。しかし，イギリス

法をモデルとして，わが国の立法政策が，社会的

公益という視点から，いかなる政策的展開を構成

しうるのかが一つの今後の課題である。その際に

は，コーポレートガパナンス，監査役，外部機関

等との関係，および，著作権等の知的財産法の法

理や不正競争防止法の仕組み等を踏まえた総合的

考察を行うことにより，労働者による内部告発が

果たすべき役割を明らかにする必要がある。

他方，労働者による内部告発は，労働者に社会

における一個人としての自立を求める行為であ

る。社会・経済の急激な変化により労使関係も大

きく変容しつつある現代において，労働者による

内部告発は，労使関係を考察する一つの視座とし

て有意義であると思われる。さらには，労働者に

よる内部告発は，労働者の市民的表現の自由のー

っとして位置付けることも可能であり，その際に

は企業情報管理のあり方とプライヴァシーの権利

が問題となる。企業および労働者の社会的役割と

いう視点から，労使の社会的責任と社会的公益を

担う企業活動のあり方について本格的に考察すべ

き時期がきているように思われる。

後注

1 2002年現在，内閣府は消費者保護基本法を改

正し，内部告発者を守る「公益通報者保護制度」

の導入を盛り込む方針を固めている(朝日新聞

2002/5/21付)。なお，日本においても内部告発

に関連する法律は存在する。原子炉等規制法66

条の 2は，原子力関係の従業者に主務大臣に対

する告発権を認め，告発を理由とする解雇その

他の不利益取扱いを禁止している。また，国家

公務員倫理規定(平成 12年政令第 101号)は，

第 13条第4項において，法または法令に違反す

る行為があった場合にその旨を行政機関等に係

る主住の大臣等に報告するように規定してい

る。

2 経済広報センターによる不祥事発生に関する

アンケート (1997年5月14日)では，不祥事が

発生する原因として r問題があっても指摘しが
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たい企業風土J(53.8%)， '経営者の自覚が乏し

いJ (53.1%)， '企業倫理，企業行動基準が明確

でないJ (36.9%)， 'チェック体制の不備」

(33.8%)などが上位となっている。年代と役職

が上がるほど経営者の自覚の乏しさを指摘し，

他方一般社員になるほど企業風土の問題性を指

摘する傾向にある。

3 日本的経営の構造については，基礎経済科学

研究所編『日本型企業社会の構造~ (労働句報社，

1992年)，牧野富夫『日本型企業社会の神話~ (新

日本出版社， 1993年)，田尾雅夫『会社人聞はど

こへいく~ (中公新書， 1998年)。

4 平成 14年の商法改正による「委員会等設置会

社に関する特例」の詳細については，神作裕之

「委員会等設置会社におけるガパナンスの法的

枠組み」日本労働研究雑誌507号 (2002年) 4 

頁参照。他にも，コーポレート・ガパナンス，

監査役に関する文献は数多くあるが，さしあた

り，稲上毅・連合総研編『現代日本のコーポレー

ト・ガパナンス~ (東洋経済新報社， 2000年)， 

吉見宏『企業不正と監査~ (税務経理協会， 1999 

年)，末永敏和「コーポレート・ガパナンスと健

全性の確保」商事法務 1542号(1999年)14頁

参照。イギリスのコーポレート・ガパナンスの

概要については，原田昌平・ニコラ・シャンリー

「英国におけるコーポレート・ガパナンスと監

査」監査役345号(1995年)82頁，関孝哉「英

国コーポレート・ガパナンスの国際性とハンペ

ル中間報告書」商事法務 1471号(1997年)23頁。

5 田尾・前掲書(注3)138頁以下参照。

6 辻村昌昭・敬愛学園事件評釈・季刊労働法

175・176号(1995年)254頁，福島淳・首都高

速道路公団事件評釈・労働法律句報1436号

(1998年)30頁以下。

7 労働者には，労働契約上の付随義務として，

使用者の名誉・信用を段損しない義務が肯定さ

れている。菅野和夫『労働法第五版~ (弘文堂，

1999年)74頁参照。

8 営業秘密と認められる要件は，①秘密管理性，

②非公知性，③有用性である(不正競争防止法
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2条4項)。詳しくは，田村善之『知的財産法』

(有斐閣， 1999年)34頁以下，小野昌延『不正

競争防止法~ (有斐閣， 1994年)508頁以下参照。

なお，不正に関する情報は，有用性の要件をみ

たさないので，不競法上の営業秘密として保護

されない。

9 企業秘密と認められるためには，非公知性の

要件を満たすことが必要である。山川隆一『雇

用関係法第 2 版~ (新世社， 1999年)80頁参

照。

10 守秘義務は，転職や退職後の競業避止義務に

おいて特に問題となる。それらの問題の詳細に

ついては，土田道夫「労働市場の流動化をめぐ

る法律問題(上)， (下)Jジュリスト 1040号(1994

年)53頁，同 1041号(1994年)90頁，岩出誠

"t青報の管理JW講座21世紀の労働法第4巻労働
契約~ (有斐閣， 2000年)114頁，川田琢之「競

業避止義務」同 133頁等参照。

11 犯罪(刑訴法230条)，労組法7条4号，労基

法104条，労安法97条，賃確法 14条，家内労

働法32条，派遣法49条の 3，「事業主が職場に

おける性的な言動に起因する問題に関して雇用

管理上配慮すべき事項についての指針(平10・

3・1労告 19号)J，独禁法45条，国家公務員

倫理規定 13条4項等参照。

12 労働者個人の活動として行われた最近の内部

告発事例として，清風階光が丘病院事件・山形

地決酒田支部・平元・ 3・23労働判例541号 73

頁，医療法人思誠会(富里病院)事件・東京地

判平7・11・27労働判例683号 17頁，首都高速

道路公団事件・東京地判平9・5.22労働判例

718号 17頁，同控訴事件・東京高裁平 11・10・

28判例時報1721号 155頁，三和銀行事件・大阪

地判平12・4・17労働判例790号44頁，群英

学園(解雇)事件・前橋地判・平12・4・28労

働判例794号 64頁，日本経済新聞社(記者 HP)

事件・東京地判平 14・3.25労働判例827号91

頁。なお，懲戒について，判例法理は，企業秩

序の維持確保のために企業外非行を規制の対象

として，これを理由として従業員に懲戒処分を



行うことも許されると解しており，企業外非行

も懲戒の対象となる。懲戒権上の問題について

は，福島淳「日本的労働関係の変質と懲戒権論

上の課題」福岡教育大学紀要(第二分冊)45号

(1996年)77頁参照。

13 関西電力事件・神戸尼崎支判昭49・2・8労

働判例 199号 50頁，同控訴事件・大阪高判昭

53・6・29労働判例302号 58頁，向上告事件・

最一小判昭58・9・8判例時報 1094号 121頁，

中国電力事件・山口地判昭60・2-1労働判例

447号 22頁，同控訴事件・広島高判平元・ 10・

23労働判例583号 49頁，向上告事件・最三小判

平4・3・3労働判例609号 10頁，九十九里ホー

ム病院事件・千葉地判昭54・4-25判例時報944

号 120頁，大成会福岡記念病院事件・福岡地判

昭58・6・7労働判例413号36頁，学校法人敬

愛学園(国学館高校)事件上告審・最ー小判平

6・9・8労働判例657号 12頁，群英学園(解

雇)事件・前橋地判・平12・4・28労働判例794

号 64頁。

14 職場におけるプライヴアシーについては，道

幸哲也『職場における自立とプライヴァシー」

(1995年，日本評論社)，同「自分らしく働く」

法律時報73巻 9号 (2001年)23頁，山田省三

「職場におけるプライヴァシ一保護」日本労働法

学会誌78号 (1991年)33頁，島田陽一「労働

者の私的領域確保の法理」法律時報66巻 9号

(1994年)48頁。

15 コンブライアンス概念については，久保利英

明ほか「事業会社におけるコンプライアンスの

進め方」商事法務 1527号(1999年)4頁以下参

照。

16 少し古くなるが，内部告発に関連する文献と

して，本多淳亮「労働者の企業外活動と職場規

律」労働法律旬報765号(1971年) 3頁，高井

隆令「企業に対する批判・告発活動」季刊労働

法 124号(1982年)114頁。関連裁判例の評釈

としては，関西電力事件評釈・和田肇・ジュリ

スト 801号(1983年)72頁，同・大沼邦博・労

働法律旬報1083・4号(1983年)71頁， 1085号

イギリスにおける公益情報開示法の形成と展開

(1983年)28頁，同・土田道夫・ジュリスト 861

号 (1986年)142頁，敬愛学園事件・評釈・野

田進・法律時報67巻 10号(1995年)80頁，同-

前掲・辻村(注 6)，医療法人思誠会(富里病院)

事件・評釈・小宮文人・判例時報1585号 219頁・

判評456号(1997年)57頁，同・西崎健児・判

例タイムズ 945号(1997年)392頁，首都高速

道路公団事件・評釈・福島淳・労働法律旬報1436

号(1998年)30頁，三和銀行評釈・城塚健之・

労働法律旬報1485号 (2000年)14頁等。

17 経済協力開発機構 (OECD)加盟30カ国中，

13カ国で内部告発の法制度化が検討されてい

るという。

18 Cm 3968， May 1998 

19 イギリスの公益情報開示法について書かれた

文献に以下のものがある。粛藤憲司「内部告発

者の保護一一1998年公益利益開示法の制定」

ジュリスト 1148号(1999年)326頁，森下忠「イ

ギリスの公益開示法」判例時報1696号 (2000

年)44頁，同「内部告発者の権利と保護」法令

ニュース v.35 n. 625 (2000年)35頁，井田敦

彦「イギリスにおける内部告発の保護」外国の

立法209号 (2001年)29頁，同「内部告発者の

保護 イギリス 1998年公益開示法 」調査

と情報一一ISSUEBRIEF-358号(2001年)，宮

本一子『内部告発の時代~ (2002年，花伝社)， 

白石賢「公益通報制度の体系的立法化に向けて

の一考察」ジュリスト 1234号 (2002年)96頁，

長谷川聡「公益開示法における「保護される開

示JJ労働法律旬報1539号 (2002年)46頁。

20 本稿では検討の対象としないが，情報の開示

により信頼関係が破壊されたとして，労働者の

誠実義務違反の有無が争われることもある。

21 1996年雇用権法230条 2項および1992年労

働組合労働関係統合法 (Trade Union and 

Labour Relations (consolidation) Act 1992) 

295条等において，労働契約は，.雇用契約(con.

tract service)ないし徒弟契約 (apprentice.

ship)を意味し，それが明示のものか黙示のもの
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